
 

 

大 洲 市 教 育 委 員 会  １ １ 月 定 例 会 会 議 録 

 

 

１ 開催の日時及び場所 

令和２年１１月２５日（水） 午後２時００分 

大洲市本庁舎別館３階第２会議室 

 

２ 定数      ５人 

 

３ 出席者 

教育長 東 山   宏 

教育長職務代理者 西 山 千 春 

委 員 

委 員 

山 内 光 郎 

渡 邉 ひとみ 

委 員 吉 岡 恵 一 

 

４ 会議に出席した公務員の職氏名 

教育部長 井 上   徹 

教育総務課長 城 戸 弘 一 

学校教育指導監 竹 本 修 二 

生涯学習課長 林 田 稔 徳 

文化スポーツ課長 村 上   司 

学校給食センター所長 山 﨑 重 信 

教育総務課長補佐 松 田 圭 司 

  

  

５ 傍聴人の数    ０人 
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６ 開会宣言 

教育長 それでは、ただ今から、大洲市教育委員会「１１月定例会」を開会い

たします。 

〔午後２時００分開会〕 

７ 前回会議録の承認 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

まず、「前回会議録の承認」についてお諮りいたします。去る、１０月  

２６日開催の定例会の会議録につきましては、すでに事務局から各委

員に原案が提示されております。 

この原案に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

特に、質疑・意見もありませんので、前回会議録につきましては、原

案のとおり承認することにいたします。 

８ 教育長一般報告  

教育長 

 

 

教育長 

 

西山職務代理者 

 

教育総務課長 

 

 

 

西山職務代理者 

教育長 

次に、「教育長一般報告」に移ります。各所属長から順次報告をお願い 

します。 

〔各所属長、順次、「教育長一般報告」を行う。〕 

ただ今の「教育長一般報告」について、質疑・意見等はございません 

か。 

教育総務課の１１月１２日の社会保障拡充県内キャラバン対応につい

て、もう少し詳しくお伺いしたいと思います。 

社会保障の拡充・改善を求めて、医療保険や介護保険、福祉政策につ

いて多義にわたる要請を行う団体が来庁され、関係各課で対応をして

おります。教育関係では、準要保護の支給対象等について質疑応答を

いたしております。 

わかりました。 

以上で、「教育長一般報告」を終わります。 

９ 議  事 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

「第５４号議案 大洲市学校給食費条例の制定について」を議題とい

たします。事務局より説明をお願いします。 

〔学校給食センター所長、「第５４号議案」について説明する。〕 

ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

それでは、これより採決いたします。 

「第５４号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願

2



 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

山内委員 

 

生涯学習課長 

 

山内委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

   

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

いします。 

  〔挙手全員〕 

挙手全員であります。よって、「第５４号議案」は、原案のとおり決す

ることにいたしました。 

次に、「第５５号議案 大洲市公民館条例の一部改正について」を議題

といたします。事務局より説明をお願いします。 

〔生涯学習課長、「第５５号議案」について説明する。〕 

ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

料金は、面積に応じて一律と言われましたが、大洲市内全部の公民館

がそうであるのか、お伺いします。 

そうなっております。面積に応じて６つの区分に分けており、それぞ

れ面積に応じた金額になっております。 

わかりました。 

それでは、これより採決いたします。 

「第５５号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

  〔挙手全員〕 

挙手全員であります。よって、「第５５号議案」は、原案のとおり決す

ることにいたしました。 

次に、「第５６号議案 大洲市立幼稚園条例の一部改正について」を議

題といたします。事務局より説明をお願いします。 

〔教育総務課長、「第５６号議案」について説明する。〕 

ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

それでは、これより採決いたします。 

「第５６号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

  〔挙手全員〕 

挙手全員であります。よって、「第５６号議案」は、原案のとおり決す

ることにいたしました。 

次に、「第５７号議案 大洲市立幼稚園園則の一部改正について」を議

題といたします。事務局より説明をお願いします。 

〔教育総務課長、「第５７号議案」について説明する。〕 

ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

   

 

 

教育長 

  吉岡委員 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

文化スポーツ課長 

 

 

 

 

吉岡委員 

教育長 

それでは、これより採決いたします。 

「第５７号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

  〔挙手全員〕 

挙手全員であります。よって、「第５７号議案」は、原案のとおり決す

ることにいたしました。 

次に、「第５８号議案 令和２年度大洲市一般会計予算のうち教育費等

係る１２月補正予算について」を議題といたします。事務局より説明

をお願いします。 

〔教育総務課長、学校給食センター所長、「第５８号議案」につい

て説明する。〕 

ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

冬場に向けたコロナ対策として、これから密閉空間が多くなり、学校

施設であったり、社会教育施設における冬場に向けた取組について、

お伺いします。他の市町では、換気扇とか換気の対策で予算を計上し

ている所もあるとお聞きしますが、いかがでしょうか。 

小中学校におきましては、令和元年度にエアコンの整備をしたおかげ

で、夏場は大変助かったと聞いております。冬場におきましては、財

政担当者にお願いしまして、密になる教室については、換気をしなが

ら暖房もある程度使わせてもらうことで、対応をするようにしており

ます。また、各学校では、地方創生臨時交付金による補正予算で空気

清浄機や加湿器等を備品として購入されており、有効に活用しながら、

学校内で感染が広がらないように対策を取っていただくよう考えてお

ります。 

社会教育施設の公民館につきましては、予算的に補正したところはあ

りませんが、これまでと同様に３密を避けて、手洗いや消毒、マスク

の着用を徹底すると共に換気を十分に行うよう指導をきちんとやって

いきたいと思います。 

社会体育施設ですが、総合体育館におきましては、エアコン設備を各

諸室に４月から付けておりますので、暖房を使用しながら定期的な換

気に努めてまいりたいと思います。また、手指消毒剤液とかを配置し

ておりますので、このへんでコロナ対策を徹底して行きたいと考えて

おります。 

わかりました。 

それでは、これより採決いたします。 
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教育長 

 

 

西山職務代理者 

 

 

学校教育指導監 

 

 

 

 

 

 

 

 

西山職務代理者 

 

 

 

学校教育指導監 

吉岡委員 

 

 

 

西山職務代理者 

 

学校教育指導監 

 

 

 

教育長 

 

「第５８号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

  〔挙手全員〕 

挙手全員であります。よって、「第５８号議案」は、原案のとおり決す

ることにいたしました。 

次に、その他に移ります。各委員さん方、何かありませんか。 

食育の関係で、地域の農業者の方が協力してくださって、学校で色々

な野菜を作るという授業が行われている学校が何箇所かあると伺った

のですが、そのことについてお伺いします。 

今年度については分かり兼ねますが、昨年度は、私が在籍していた粟

津小学校において年間何回か来ていただき、ラディッシュなどを作り

ながら最後にカレー会食を行いました。昨年度は、粟津小学校と大洲

小学校の２校だけでした。今年度は、その方が教育委員会に来られ、

他所でも行いたいが自分一人ではできないので、先生のお考えをお聞

きしたいということでした。中学校ではなかなか難しいですが、小学

校で場所や人材があれば、食育という観点では良いことだというお話

をしました。実際に、どうなったかは分かり兼ねます。ちなみに、粟

津小学校は今年度も行っております。 

低学年の子ども達に良いことだと思いますし、広がっていくことが宜

しいことだと思いますが、先生達の負担にならないような形で、地域

の方とか公民館の何かを利用したりして、行っていったらいいのでは

ないかと思います。 

良い活動だと、私も感じました。 

その件に関して、地元の農協が組織を挙げて、食農の教育にも非常に

協力的というのを聞いておりますので、学校の方とマッチングできれ

ばそうした活動もできるのではないかと思いますので、ぜひ検討をし

ていただきたいと思います。 

農協とか学校とかが協力をして一つに統一されたら、繋がった連携さ

れた良い形になるのではないかと思っています。 

このことについては、市役所内の農林水産課が主となって行う事業で

あり、今年もその方が農林水産課に行かれて話をしたようですが、予

算等の関係でなかなか話がまとまらなかったようです。すごく良いこ

とであり、まばらでやるよりは良いことだと思っております。 

次に、事務局より何かありませんか。 

〔学校教育指導監、「その他① 「立皇嗣宣明の儀当日における
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教育長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

１０ 閉会宣言 

教育長 

祝意奉表について（通知）」にかかわる要請書について」、学

校給食センター所長、「その他② 安全で豊かな学校給食の充

実・改善を求める要請書について」について説明する。〕 

ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

それでは次に、「１２月定例会」の開催日程についてお諮りします。事

務局の原案がありましたら説明願います。 

〔教育総務課長、「原案」について説明する。〕 

只今、事務局より説明がありましたが、委員の皆さんの御都合はいか

がでしょうか。 

〔全委員、原案了承する。〕 

それでは、次回定例会は、１２月２１日 月曜日 午後２時３０分か

ら、となりの３階第１会議室において開催いたします。また、同日に

総合教育会議も併せて執り行うということでお願いします。 

 

以上で、本日の議事はすべて終了いたしましたので、これをもって本

日の定例会を閉会することにいたします。 

〔午後２時３５分 閉会〕 
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上記会議の顛末を記録して、その相違なきことを証するためここに署名する 

 

 

     教 育 長 

 

 

教 育  長 

          職務代理者 

 

 

        委      員 

 

 

委      員 

 

 

委      員 

 

 

              上記、記 録 責 任 者 
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